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下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

片

－H
叫

『
E
ト

出
叩

（
大
谷
大
学
）

緒

下
間
氏
は
蓮
如
時
代
以
後
本
願
寺
の
侍
臣
と
し
て
成
長
し
、

一
向
一
撰
時
代
の
本
願
寺
の
動
向
に
深
く
か
か
わ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の

下
問
氏
が
差
出
人
と
な
る
文
書
は
、
当
時
の
本
願
寺
公
文
書
の
最
も
主
要
な
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
内
容
検
討
は
本
願
寺
教
団
史
・
一
向

そ
の
前
提
と
な
る
べ
き
基
礎
研
究
、
す
な
わ
ち
こ
の
種
の
文
書
に

①
 

関
す
る
古
文
書
学
的
研
究
が
、
金
龍
静
・
草
野
顕
之
・
泊
清
尚
氏
ら
に
よ
っ
て
相
次
い
で
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
個
別
文

一
挟
研
究
に
と
っ
て
不
可
欠
の
作
業
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
近
年
、

書
の
意
味
解
読
を
お
こ
な
う
あ
ら
た
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
近
年
ま

こ
の
研
究
線
上
に
お
い
て
真
宗
史
・
教
団
論
の
あ
ら
た
な
視
角
が

②
 

生
み
だ
さ
れ
よ
う
と
も
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
は
泊
氏
ら
が
言
及
し
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
ゆ
ず
り
た
い
。
本
稿
は
、
比

で
全
く
閑
却
さ
れ
て
き
た
志
納
請
取
状
の
研
究
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、

較
的
ま
と
ま
っ
た
研
究
の
進
ん
で
い
な
い
十
六
世
紀
前
半
に
つ
い
て
専
ら
基
礎
的
分
析
を
す
す
め
る
こ
と
で
、
右
の
諸
論
が
か
た
ち
づ
く

る
研
究
状
況
の
一
端
に
つ
ら
な
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
は
考
察
対
象
時
期
を
、
顕
如
が
門
跡
勅
許
を
得
た
永
禄
二
年
十



二
月
以
前
に
設
定
し
た
が
、

③
 

こ
れ
は
草
野
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
下
問
氏
の
坊
官
就
任
に
起
因
す
る
「
礼
」
関
係
の
変
換
が
、
文
書
の

様
式
・
体
系
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
を
想
定
す
べ
き
だ
と
い
う
理
由
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し

た
が
っ
て
こ
の
時
期
区
分
の
当
否
は

い
ず
れ
あ
ら
た
め
て
、
本
願
寺
の
公
文
書
全
体
を
通
時
代
的
に
見
た
う
え
で
検
討
し
な
お
さ
れ
る

ベ
き
問
題
で
あ
る
。

考

察

付

補
註
1

本
稿
の
当
面
の
目
標
は
、
下
間
氏
加
署
の
文
書
群
を
様
式
に
即
し
て
分
類
し
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
る
意
志
伝
達
手
続
き
上
の
ル
i
ル
を

解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
、
金
龍
氏
が
、

（

A
）
 

宗
主
の
意
を
伝
達
す
る
〈
奉
書
〉

（

B
）
 

宗
主
書
状
の
〈
副
状
〉

（

C
）
 

本
願
寺
の
公
的
意
志
を
下
間
氏
が
独
自
に
指
令
す
る
〈
直
札
〉

（

D
）
 

純
然
た
る
〈
私
状
〉

の
四
類
型
に
分
類
し
て
い
る
（
〈
〉
内
は
片
山
が
便
宜
的
に
つ
け
た
呼
称
）
が
、

」
れ
は
意
志
伝
達
の
型
式
と
い
う
面
か
ら
は
動
か
し
難

い
分
類
と
考
え
る
の
で
、
本
稿
で
も
こ
れ
を
踏
襲
す
る
。
ま
た
公
文
書
と
い
う
枠
を
設
定
し
、
（
A
〉
J
（
C
）
の
み
を
考
察
対
象
と
す
る
。

な
お
、
も
と
よ
り
分
類
に
は
多
様
な
基
準
設
定
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
一
定
の
恋
意
性
に
も
と
づ
く
も
の
な
の
だ
か
ら
、

」
の
小
論

は
ひ
と
つ
の
試
論
の
域
に
あ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
分
類
と
は
あ
く
ま
で
も
対
象
の
一
断
面
を
射
照
す
る
機
能

下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

七



下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

｝＼ 

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
有
効
性
と
限
界
と
が
あ
る
。
こ
の
点
、
私
の
方
法
的
前
提
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
分
類
に
さ
き
だ
っ
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
対
象
を
本
願
寺
公
文
書
に
お
く
限
り
、
そ
こ
に
署
判
す
る
者
の
公

を
も
つ
も
の
で
あ
り
、

職
的
地
位
、

つ
ま
り
加
署
の
資
格
を
見
出
し
う
る
は
ず
だ
と
い
う
経
験
的
前
提
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
注
意
を
払
い
、
文
書
様
式

と
の
連
関
を
考
え
て
み
た
い
。
幸
い
に
し
て
証
如
時
代
の
宗
内
の
諸
記
録
に
は
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
を
見
出
し
う
る
か
ら
、
適
宜
検
討

を
く
わ
え
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
が
、

さ
ら
に
そ
の
前
提
と
し
て
、
事
前
に
整
理
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
事
柄
が
一
点
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
右
に
言
う
諸
記
録
に
あ
ら
わ
れ
る
「
奏
者
」
と
「
取
次
」
な
る
も
の
の
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
行
の
研
究
に
よ
る
と
、

金
龍
氏
は
「
（
下
問
氏
）
上
座
・
名
代
の
主
な
任
務
は
、
宗
主
に
た
い
す
る
奏
者
と
し
て
、
諸
家
門
末
の
取
次
・
披
露
を
行
う
事
で
あ
る
」

＠
 

と
言
い
、
「
取
次
」
を
「
披
露
」
と
な
ら
ぶ
上
座
の
職
務
の
一
還
と
し
て
い
る
。
草
野
氏
は
、
あ
る
面
で
、

⑤
 

一
視
し
て
い
る
。
ま
た
泊
氏
は
、
事
実
関
係
を
保
留
す
る
と
し
た
う
え
で
、

⑦
 

日
記
』

「
奏
者
」
と
「
取
次
」
を
同

⑥
 

こ
の
ふ
た
つ
の
語
を
使
い
わ
け
て
い
る
。
し
か
し
「
天
文
御

（
以
下
『
天
記
』
と
略
称
す
る
）
天
文
五
年
一
月
廿
八
日
条
に
、

③
 

に
は
下
問
氏
上
座
以
外
の
多
様
な
人
々
が
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、

「
取
次
明
照
寺
・
奏
者
上
野
也
」
と
記
す
こ
と
や
、

「
取
次
」

「
奏
者
」
と
「
取
次
」
は
あ
き
ら
か
に
別
個
の
職
制
で

あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
の
弁
別
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
が
、
実
は
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
桑
斉
氏
が
上
記
の
研
究
に
さ
き
ん
じ

て
両
者
の
役
職
と
し
て
の
差
異
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
生
じ
た
重
層
的
官
僚
機
構
の
矛
盾
が
、
本
願
寺
東
西
分
派
に
連
動
す
る
家
臣
団
分
裂

⑨
 

の
一
動
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
大
桑
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
ベ
る
。

取
次
が
動
詞
に
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
特
定
の
役
職
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
礼
物
・
書
状
な
ど
を
取
次
ぐ
と
い
う
機

能
を
さ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
在
地
寺
院
で
あ
っ
て
も
、

上
野
の
よ
う
な
奏
者
で
あ
っ
て
も
、
取
次
を
行
な

う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
奏
者
の
よ
う
に
対
面
に
立
合
っ
て
披
露
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ほ
ぽ
納
得
の
い
く
説
明
で
あ
る
が
、
私
な
り
に
整
理
す
れ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
え
る
。

「
天
記
』
を
検
索
す
る
と
、

「
奏
者
某
」
と
い



う
記
入
は
、

し
ば
し
ば
証
如
自
ら
が
だ
れ
か
と
対
面
し
た
こ
と
の
記
事
に
付
随
し
て
あ
る
の
に
た
い
し
、

一
方
「
取
次
某
」
と
い
う
記
入

は

一
般
に
音
信
の
授
受
に
関
す
る
記
事
に
付
随
す
る
。
こ
れ
よ
り
み
れ
ば
「
奏
者
」
と
は
、
宗
主
対
面
の
際
に
そ
の
場
に
伺
候
し
て
奏

達
・
奉
行
に
あ
た
る
宗
門
内
部
制
度
的
な
役
職
で
あ
り
、

一
方
「
取
次
」
は
、
文
字
ど
お
り
音
信
・
士
山
納
等
の
仲
介
を
お
こ
な
う
社
会
慣

習
的
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
天
記
』
に
お
い
て
「
取
次
」
は
逐
一
記
入
さ
れ
る
の
を
原
則
と
す
る
が
、

（

頼

慶

）

（

頼

莞

）

た
と
え
ば
「
上
野
留
守
の
間
ハ
左
衛
門
大
夫
に
奏
者
の
事
、
以
光
応
寺
申
付
也
」

「
奏
者
」
の

記
入
は
な
ん
ら
か
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
あ
る
。

合
天
記
』
天
文
五
年
九
月
十
三
日
条
）

な
ど
と
あ
る
。

「
奏
者
」

は
下
問
氏
上
座
と
い
う
特
定
の
者
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
と
く
に

備
忘
の
必
要
が
な
い
が
、

「
取
次
」
は
不
特
定
が
こ
れ
を
お
こ
な
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、

「
披
露
」
も

「
奏
者
」
と
同
様
に
上
座
の
職
務
で
あ
る
。
次
節
以
下
で
は
実
際
に
文
書
遺
例
の
様
式
検
討
を
す
す
め
る
な
か
で
、

こ
れ
ら
の
職
制
と
の

連
関
に
目
を
む
け
て
ゆ
き
た
い
。

口

例 つ
ぎ
に
掲
げ
る
の
は
、
傍
点
部
分
よ
り
判
別
さ
れ
る
よ
う
に
、

⑬
 

「
鹿
王
院
文
書
」

〈
奉
書
〉
の
事
例
で
あ
る
。

嵯
峨
洪
思
院
領
加
州
石
川
郡
安
土
口
保
公
要
事
、
就
未
進
分
之
儀
、
近
年
雄
有
中
事
悉
以
被
棄
破
詫
、
早
令
存
知
之
、
年
貢
諸
公
事
物

等
、
如
先
々
対
鹿
王
院
上
使
速
可
令
其
沙
汰
、
明
不
可
及
遅
怠
之
旨
被
仰
出
之
状
如
件
、

永
禄
一
万九

月
廿
七
日

頼
良

頼
資

当
所
名
主
百
姓
中

下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

九



下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

二
O

i9tl 

。

「
高
山
別
院
照
蓮
寺
文
書
」

御
状
之
通
令
披
見
候
、
の
内
島
股
就
出
陣
之
儀
内
々
可
有
合
力
撒
之
由
致
披
露
候
処
、
宗
駄
之
大
法
候
之
問
責
所
陣
立
不
可
然
之
旨

御
意
候
、
此
趣
内
嶋
殿
可
被
仰
出
候
、
定
不
可
有
与
儀
候
、
乍
大
儀
自
然
之
助
成
候
者
可
然
殿
、
委
細
者
御
使
申
候
、
恐
々
謹
言
、

（
頼
玄
）

蓮
応
（
花
押
〉

九
月
五
日

照
蓮
寺御

返
事

上
座
に
任
ぜ
ら
れ
、

ま
ず
〈
奉
書
〉
加
署
の
資
格
に
つ
い
て
考
え
る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
時
期
の
本
願
寺
に
あ
っ
て
は
下
問
氏
嫡
流
よ
り
筆
頭
者
が

＠
 

こ
れ
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
名
代
と
が
「
奏
者
役
」
に
あ
た
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
遺
例
に
即
し
て
考
え
る
と

〈
奉
書
〉
は
こ
の
上
座
・
名
代
が
署
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
結
論
に
は
ひ
と
つ
の
障
害
が
あ
る
。
あ
き
ら
か
な
〈
奉
書
〉
の

⑬

⑬
 

署
判
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
下
間
兼
頼
・
頼
助
・
頼
盛
ら
が
、
谷
下
氏
・
金
龍
氏
ら
の
通
説
的
見
解
で
は
奏
者
経
験
者
と
さ
れ
て
い
な
い

つ
ま
り
、
天
文
十
年
八
月
以
後
、
奏
者
三
人
制
が
敷
か
れ
た
と
す
る
説
が
通
説
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
『
賀
州

本
家
領
謂
付
日
融
』
天
文
子
三
年
分
に
は
「
奏
者
」
と
し
て
筑
前
（
H
頼
秀
）
・
民
部
少
（
H
頼
盛
）
・
丹
後
（
H
頼
玄
）
三
者
の
名
前

の
で
あ
る
。

が
あ
ら
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
と
き
す
で
に
奏
者
三
人
制
（
上
座
一
人
、
名
代
二
人
）
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
に
み
る
と
天
文
四
年
以
降
の
単
独
奏
者
制
こ
そ
、
頼
秀
、
頼
盛
追
放
な
ら
び
に
そ
の
父
頼
玄
の
引
責
を
め
ぐ
る
非
常
事
態
を
示
し
て
い

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
奏
者
三
人
制
を
本
来
の
も
の
と
み
る
な
ら
ば
、
兼
頼
・
頼
助
ら
の
〈
奉
書
〉
も
、
む
し
ろ
そ
の
存
在
か
ら
彼
ら

⑮
 

が
奏
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

奏
者
と
奉
行
と
は
担
う
意
志
伝
達
の
方
向
こ
そ
逆
で
は
あ
る
が
、
あ
き
ら
か
に
同
種
の
原
理
に
も
と
づ
く
職
務
で
あ
り
、
本
願
寺
に
お

い
て
は
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
下
間
氏
上
座
・
名
代
が
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
例
一
と
例
ニ
の
様
式
上
の
差
異
は
あ
き
ら
か
だ
ろ
う
。
機
能
・
目
的
か
ら
み
る
と
、
前
者
は
頼
資
・
頼
良
が
上
座
頼
総
の

⑫
 

名
代
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
加
署
し
た
加
賀
国
行
政
文
書
で
あ
り
、
後
者
は
門
末
照
蓮
寺
よ
り
の
通
信
｜
｜
披
露
状
ー
ー
を
受
信
し
た

上
座
蓮
応
が

そ
の
内
容
を
宗
主
に
披
露
し
、

照
蓮
寺
に
こ
れ
を
つ
げ
る
と
共
に
宗
主
の
意
向
を
奉
じ
伝
達
し
た
も
の
で
あ
る
。

〈奉

書
〉
は
こ
れ
ら
の
例
に
代
表
さ
れ
る
加
賀
国
行
政
文
書
と
宗
内
門
末
に
充
て
る
も
の
と
に
大
別
で
き
る
。

⑬
 

は
じ
め
「
謹
一
一
一
口
」
と
書
止
め
る
も
の
か
ら
、

一
般
に
、
加
賀
国
行
政
文
書
は

折
紙
で
付
年
号
を
も
ち
、

の
ち
永
禄
初
頭
に
は
例
一
の
ご
と
く
「
状
如
件
」
あ
る
い
は
「
執

達
如
件
」
と
書
止
め
る
一
層
下
知
状
様
式
に
近
い
も
の
へ
と
移
行
す
る
。
他
方
宗
内
充
の
場
合
に
は
、
お
お
む
ね
切
紙
で
決
し
て
年
付
を

＠
 

書
か
ず
、
候
文
で
室
田
か
れ
て
あ
り
、
永
禄
年
間
未
頃
に
発
生
す
る
印
判
状
を
例
外
と
し
て
あ
く
ま
で
も
「
謹
言
」
と
書
止
め
る
書
状
様
式

を
墨
守
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
上
の
差
異
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
意
味
の
反
映
と
理
解
で
き
る
か
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

私
は
本
願
寺
の
加
賀
行
政
権
と
は
守
護
権
に
も
と
づ
く
も
の
と
考
え
る
が
、

し
た
が
っ
て
そ
の
文
書
は
、
政
治
的
な
通
達
を
、
守
護
代
・

奉
行
人
に
擬
せ
ら
れ
た
下
問
氏
上
座
が
宗
主
に
か
わ
っ
て
下
知
す
る
公
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
様
式
的
に
は
、
室
町
幕
府
奉
行
人
奉
書

が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
宗
内
充
の
〈
奉
書
〉
は
、
身
分
制
に
起
因
し
て
宗
主
が
門
末
に
直
接
の
意
士
山
伝
達
を
お
こ

な
わ
ぬ
場
合
、
宗
主
の
私
的
な
書
札
を
、
下
問
氏
上
座
が
代
行
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
者
は
あ
く
ま
で
も
書
状
様
式

を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
こ
れ
ら
を
弁
別
し
て
、

と
く
に
後
者
を
《
上
座
奉
書
》
と
し
て
握
把
し
て
お

こ
う
と
思
う
。

な
お
《
上
座
奉
書
》
の
特
質
と
し
て
、

〈
奉
書
〉
で
あ
る
こ
と
を
つ
げ
る
文
言
（
奉
書
文
言
）
が
、
全
文
の
末
尾
に
で
は
な
く
、
中
間

部
に
お
か
れ
る
事
が
多
い
と
い
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

し
た
が
っ
て
型
式
か
ら
見
る
限
り
奉
書
文
言
の
あ
と
に
く
る
内
容
は
宗
主

の
意
志
で
は
な
く
、
下
問
氏
上
座
・
名
代
自
身
の
意
志
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
後
述
の
〈
直
札
〉
の
意
義
と
か

か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

下
間
氏
加
署
文
書
の
一
考
察



下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

日

〈
奉
書
〉
以
外
に
も
上
座
が
自
ら
の
職
務
の
一
環
と
し
て
加
署
す
る
文
書
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
城
端
別
院
に
伝
存
す
る
二
通
の
宗

主
てと
dじ、

車内
面目

取
「ネL
城状
端の
別〈
院副
善状
徳〉
寺は
文そ

空＠主
あ
た
る

つ
ぎ
の
例
三
は
そ
の
一
通
で
あ
る
。

-90 
御
礼
旨
拝
見
仕
候
、
如
仰
当
春
之
御
慶
事
旧
候
畢
、
何
鳥
目
五
十
疋
致
披
露
候
、
同
御
方
様
江
三
十
疋
致
披
露
候
、
何
も
御
書
被
参

侯
、
随
而
私
江
弐
十
疋
被
下
候
、
過
分
至
極
候
、
将
又
己
前
就
御
門
徒
之
儀
、
上
様
江
一
二
百
疋
青
木
方
よ
り
請
取
中
候
、
致
披
露
候
、

同
御
方
様
江
弐
百
疋
、
定
而
御
室
日
可
有
御
申
候
、
白
出
存
候
、
将
又
雄
軽
徴
至
極
候
帯
弐
筋
進
入
候
、
誠
表
御
祝
詞
計
候
、
何
様
御

上
洛
之
時
可
申
入
候
、
恐
憧
謹
言
、

月
廿
六
日

蓮
応
（
花
押
）

善
徳
寺
殿御

報

「
御
室
日
被
参
候
」
と
い
う
文
言
よ
り
、

こ
れ
が
〈
副
状
〉
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
加
え
て
「
致
披
露
候
」
と
い
う
文
言
（
こ
れ
を

披
露
文
言
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
の
存
在
か
ら
、
上
座
の
作
成
す
る
文
書
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、

『
天
記
』
を
通
覧
す
る

と
門
末
志
や
勧
進
物
等
の
宗
主
へ
の
「
披
露
」
は
、
原
則
と
し
て
奏
者
が
つ
と
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
披
露
」
は
奏
者
役
の
職
務
の

一
環
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
次
掲
の
付
表
に
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
披
露
文
言
は
志
納
請
取
状
の
場
合
、

〈
奉
書
〉

〈
副
状
〉
と
も
に

普
遍
的
に
存
在
す
る
。
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付
表
現
存
下
同
氏
加
署
志
納
請
取
状
一
覧

名

充

人

明

顕

昭
一
蓮
寺

照

蓮

寺

照

蓮

寺

照

蓮

寺

照

蓮

寺

照

蓮

寺

明照

蓮

寺

内

島

浦
惣
中

照

蓮

寺

善

徳

寺

善

徳

寺

源

五

郎

下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

日
卯
月
二
日

九
月
九
日

十
月
十
五
日

八
月
晦
日

十
月
五
日

十
一
月
晦
日

,c,, 

三五
月 月
廿一
J＼ 日
日⑤

二
月
二
日

月
十
六
日

コ
一
月
十
五
日

二
月
二
日

二
月
廿
七
日

月
廿
六
日

十
一
月
廿
八
日 付

伝

高由
山来
別記
院③裏②

，， I/ 。I/ 

③
 

勝

童

寺

五

I/ 

高
山
別
院

I/ 

⑤
 

願

慶

寺

善高
徳山

別
寺⑦院

。
③
 

勝

興

寺

来

一

四
一一一一一

五
J¥ 

四一一六九
！＼ 
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付
表
註

①

O
J奉書文一一一口、

O
J副
状
文
言
、

※
1
披
露
文
言
の
存
在
を
示
す
。

註
⑬
参
照
。

「
高
山
別
院
照
蓮
寺
文
書
」
。
番

号
は
『
岐
阜
県
史
』
所
載
の
番
号
。

註
⑪
参
照
。

「
勝
髪
寺
蔵
照
蓮
寺
旧
蔵
文
書
」
。

番
号
は
『
岡
崎
市
史
』

6
所
載
の

番
号
。

『
岡
崎
市
史
』
で
は
正
月
廿
八
日

と
す
る
が
写
真
で
は
コ
一
月
と
読
め

る
。
蓮
如
忌
の
折
の
も
の
で
あ
ろ

汗
勺
ノ
。「

願
慶
寺
文
書
」
。
註
⑬
同
様
の

写
真
に
よ
っ
た
。

「
城
端
別
院
善
徳
寺
文
書
」
。
番

号
は
『
富
山
県
史
』
所
載
の
番
号
。

註
③
参
照
。

柏
順
史
編
『
雲
龍
山
勝
興
寺
古
文

書
集
』
七
号
。
な
お
、
同
書
は
こ

の
文
書
を
「
疑
い
あ
り
」
と
す
る

が
、
『
富
山
県
史
』
通
史
編
E
八

一
二
三
貝
所
載
の
写
真
は
、
「
姥
川

家
文
室
百
」
等
と
対
照
し
て
正
文
と

見
倣
し
て
よ
い
。
こ
の
点
『
県

史
』
本
文
参
照
。

③②  ④ ⑤ ⑤ ⑦ ③ 



下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

二
四

こ
の
う
ち
3
と
ロ
は
、
差
出
人
自
身
へ
の
志
に
た
い
す
る
礼
状
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
〈
奉
書
〉

〈
副
状
〉
に
は
必
ず
披
露
文
言
が
見

出
さ
れ
、

上
座
の
加
署
す
る
文
言
で
あ
る
こ
と
が
確
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
志
納
請
取
状
以
外
の
場
合
に
は
本
願
寺
の

一
方
的
な
意
志
下
達
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
か
ら
、
必
ず
し
も
披
露
文
言
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
文
書
の
作

成
主
体
の
公
職
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
若
干
の
推
量
を
必
要
と
す
る
。

た
と
え
ば
次
掲
の
よ
う
な
意
志
伝
達
の
た
め
の
〈
副
状
〉
の
場

合
は
ど
う
か
。

例

四

＠
 

「
高
山
別
院
照
蓮
寺
文
書
」

就
若
松
殿
様
御
退
治

実詣従
英き此
（方
花被
押向
）御

勢
候

就
其

（肝）

御
室
田
被
成
下
候
、
各
馳
走
管
要
候
、
恐
々
謹
言
、

七
月
二
日

白
JI I 
慰百

中

こ
の
〈
副
状
〉
に
は
披
露
文
言
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
内
容
か
ら
享
禄
四
年
の
も
の
と
考
え
て
ほ
ぼ
誤
り
な
く
、

＠
 

座
の
地
位
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
《
上
座
副
状
》
た
る
要
件
は
そ
な
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
管
見
の
限
り
で
は
こ
の
他
に
〈
副

＠
 

状
〉
の
遺
例
を
知
ら
な
い
が
、
宗
主
の
書
状
に
「
猶
某
可
申
候
」
等
の
文
言
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

」
の
時
実
英
は
上

〈
副
状
〉
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
像
し

う
る
例
は
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
①
「
城
端
別
院
普
徳
寺
文
書
」
の
（
天
文
元
年
）
十
月
九
日
付
加
州
坊
主
衆
中
・
宿
老
衆
中
充
証
如
書

＠
 

仲
畑
②
「
本
蓮
寺
文
書
」
の
（
享
禄
四
年
カ
〉
八
月
廿
コ
百
付
本
蓮
寺
充
証
如
書
状
、
③
「
端
坊
文
書
」
一
二
月
廿
日
付
紀
州
惣
門
徒
中
充

証
如
書
恥
か
そ
れ
で
あ
り
、
①
②
に
は
筑
前
（
H
頼
秀
）
の
、
③
に
は
端
坊
の
名
が
見
え
て
い
る
。
③
の
事
例
が
存
在
す
る
以
上
、

〈副

状
〉
作
成
が
下
問
氏
上
座
の
職
務
で
あ
る
と
一
般
化
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、

そ
の
他
の
例
が
と
も
に
上
座
頼
秀
の
手
に
な
る
こ
と

も
見
す
ご
し
が
た
い
。
私
は
む
し
ろ
③
を
例
外
的
な
も
の
と
想
像
す
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
断
定
は
さ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ぎ
に
〈
直
札
V

で
あ
る
が

こ
こ
に
〈
直
札
〉
と
し
て
と
り
あ
げ
る
文
書
は
、
す
べ
て
教
団
に
と
っ
て
の
公
的
な
事
項
を
指
揮
す
る



機
能
を
も
っ
点
で
、
下
問
氏
の
私
信
と
は
弁
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
侍
臣
下
同
氏
の
〈
直
札
〉
が
何
故
こ
の
よ
う
な
公
的
位
置
を

と
り
う
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
私
が
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

そ
れ
は
下
問
氏
上
座
の
宗
主
の
意
志
伝
達
者
H
奉

者
と
し
て
の
立
場
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
次
掲
例
五
は
、
明
宗
よ
り
の
披
露
状
を
う
け
た
上
座
の
返
書
で
あ
り
な
が

ら
〈
奉
書
〉
形
式
を
と
ら
ず
に
〈
直
札
〉
を
以
て
指
令
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

例
五
「
本
福
寺
由
来
記
紙
背
文
お
」

御
折
紙
之
通
致
披
露
候
、
何
舟
三
般
大
津
浦
に
可
被
置
候
、
其
方
々
御
用
心
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

丹
後
法
L

十
月
九
日

頼
玄
（
花
押
）

明
宗
御
一
房一御

返
事

ま
た
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
《
上
座
奉
書
》
は
奉
書
文
言
を
中
間
部
に
お
く
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
宗
主
の
意
を
伝
え
る
だ
け
で
な

く
奉
者
自
身
の
意
志
も
を
伝
え
る
機
能
を
あ
わ
せ
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
見
て
、

〈
直
状
〉
も
そ
の
公
的
位
置
は

差
出
人
が
奉
行
人
す
な
わ
ち
上
座
・
名
代
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
遺
例
も
、
と
く
に
こ
の
想
定
に

反
す
る
も
の
は
な
い
。

伺

前
節
ま
で
に
お
い
て
は
、
加
賀
国
行
政
文
書
を
除
い
て
宗
外
充
の
文
言
に
つ
い
て
は
ふ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
結
論
を
さ

き
ど
り
し
て
い
う
と
、
宗
外
充
文
書
に
お
い
て
は
〈
奉
書
〉
以
外
に
上
座
が
そ
の
職
務
と
し
て
発
す
る
も
の
を
見
出
し
得
ず
、
性
格
を
具

下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

二
五



下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

一一六

に
す
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
節
で
は

こ
の
種
の
文
書
の
加
署
資
格
に
つ
い
て
若
干
の
考
証
を
提
示
し
て
お
く
。

遺
例
こ
そ
少
な
い
が
、
元
来
日
常
的
に
作
成
さ
れ
た
宗
外
充
文
書
と
し
て
、
本
願
寺
宗
主
と
諸
家
と
の
音
信
授
受
を
め
ぐ
る
文
書
が
あ

＠
 

る
。
た
と
え
ば
『
証
如
上
人
書
札
案
』
を
み
る
と
、
宗
外
諸
家
に
あ
て
る
証
如
書
状
に
は
「
猶
某
可
申
候
」

「
委
細
某
可
申
候
」
等
の
文

言
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
文
言
は
、
某
が
口
頭
で
演
説
す
る
か
、
あ
る
い
は
〈
副
状
〉
を
作
成
す
る
こ
と
を
示
す
と
考
え

＠
 

ら
れ
る
。
こ
の
演
説
、

〈
副
状
〉
作
成
は
必
ず
し
も
上
座
や
名
代
の
み
が
お
こ
な
う
わ
け
で
な
く
、
下
問
氏
以
外
を
ま
じ
え
た
不
特
定
の

＠
 

人
々
が
分
担
し
て
い
る
。
彼
ら
は
『
天
記
』
の
う
え
で
し
ば
し
ば
「
取
次
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
の
で
、

い
ま
は
こ
の
種
の
文
書
を
、
取

次
役
の
作
成
す
る
《
取
次
副
状
》
を
規
定
し
て
お
き
た
い
。

,{§1] こ
の
《
取
次
副
状
》
の
遺
例
は
管
見
に
な
い
が
、
類
例
の
文
書
に
つ
ぎ
の
「
蛤
川
家
文
書
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

＠
 

「
蛤
川
家
文
書
」

...,_ 
，＼ 

歳
暮
為
御
礼
、
以
使
門
1
1
1］
可
然
候
様
御
取
成
所
仰
候
、
猶
円
山
隠
岐
守
可
令
申
候
、
恐
々
謹
一
一
日
、

（
頼
慶
）

蓮
秀
（
花
押
）

十
二
月
廿
二
日

蟻
川
新
右
衛
門
尉
殿

御
宿
所

例

七

同

前

為
当
年
之
祝
儀
、
門

U
弐
種
三
荷
従
院
家
門

lu同
以

h
U
U被
申
候
、

心
得
可
申
白
候
、
恐
々
謹
言
、

可
然
候
様
御
取
成
所
仰
候
、
次
太
万
一
腰
被
進
之
候
、
相

正
月
十
二
日

頼
尭
（
花
押
）

蛤
川
新
右
衛
門
尉
殿



御
宿
所

{§IJ 

同
前

（

祝

カ

）

（

マ

マ

）

（

之

）

為
年
頭
之
口
義

h
U御
太
万
一
腰
進
口
候
、
宜
御
取
合
可
為
快
然
候
、
依
而
同
太
万
一
腰
令
進
之
候
、
表
嘉
祥
斗
候
、
恐
々
謹
言
、

八正
月
十
二
日

頼
完
（
花
押
）

蛤
川
新
右
衛
門
尉
殿

御
宿
所

『
天
記
』
天
文
十
六
年
正
月
十
日
条
に
「
室
町
殿
、
三
淵
、
清
光
院
、
伊
勢
、
両
奉
行
、
賠
川
等
、
年
始
之
音
信
如
毎
年
上
之
」
と
見

え
る
か
ら
、
蛤
川
氏
と
の
音
信
は
恒
例
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
同
十
五
年
正
月
十
日
条
に
は
「
又
清
光
院
、
コ
一
淵
、
伊
勢
、
両
奉
行
、

時
川
等
へ
令
音
骨
」
と
あ
る
か
ら
、
証
如
は
こ
れ
を
自
ら
は
お
こ
な
わ
ず
に
何
者
か
に
託
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
音
信
御
目
指
』
天
文

十
二
年
正
月
十
日
条
に
は
「
蛤
川
へ
太
万
遺
之
、
以
頼
莞
書
状
也
」
と
見
え
る
。
こ
こ
に
発
せ
ら
れ
た
の
が
例
七
・
八
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
内
容
は
蛤
川
親
俊
に
音
信
の
「
取
成
」
を
あ
お
ぐ
も
の
、

「
取
合
」
を
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
た
い
し
て
礼
を
申
し
の
べ
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
例
八
の
場
合
は
例
六
の
如
き
歳
暮
の
「
取
合
」
を
求
め
た
こ
と
に
関
す
る
礼
と
見
る
の
が
妥
当
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
他
、

ん
だ
書
状
が

こ
の
種
の
文
書
と
し
て
は
光
頼
（
H
頼
完
〉
が
院
家
よ
り
の
年
頭
祝
儀
に
た
い
し
て
返
礼
を
送
り
、
伊
勢
守
に
あ
て
て
こ
の
旨
を
「
湿
」

＠

＠
 

に
伝
存
す
る
。
こ
の
種
の
文
書
を
披
露
状
と
み
る
見
解
も
あ
る
が
、

「
尊
経
閣
古
文
書
纂
」

私
は
こ
れ
ら
を
あ
く
ま
で
も

「
取
成
」

「
取
合
」
を
求
め
る
意
の
文
書
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
披
露
を
求
め
る
も
の
と
は
見
な
い
。
そ
の
左
証
と
し
て
は
『
証
如
上

人
書
札
案
』
に
み
る
と
こ
ろ
、
証
如
の
室
町
殿
に
た
い
す
る
音
信
の
場
合
、

「
披
露
」
を
求
め
る
書
状
と
「
取
合
」
を
求
め
る
書
状
が
同

時
に
別
個
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、

『
音
信
御
日
記
』
等
に
は
、

こ
の
種
の
文
書
、

つ
ま
り
下
間
氏
ら
が
宗
主
音
信
を
代
行
す
る
文
書
を
発
す
る
こ
と
を
示
す
と
思

下
同
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

七



下
問
民
加
署
文
書
の
一
考
察

ニ
八

＠
 

わ
れ
る
「
：
：
：
へ
音
信
遣
、
以
某
書
状
也
」
と
い
う
よ
う
な
記
入
が
み
え
る
。
こ
の
某
に
は
多
く
の
場
合
上
座
の
名
が
充
当
す
る
が
、

な

か
に
は
上
座
・
名
代
以
外
の
下
問
氏
が
こ
れ
に
充
当
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
種
の
文
書
も
上
座
が
そ
の
職
務
に
お
い
て
作

成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
私
は
こ
れ
を
、
宗
主
音
信
の
〈
副
状
〉
と
同
様
に
、
取
次
が
作
成
す
る
も
の
、

と

り

な

し

と

り

あ

わ

せ

「
取
成
」
「
取
合
」
は
共
に
「
仲
介
」
を
す
る
こ

つ
ま
り
《
取
次
直
札
》

と
い
う
べ
き
も
の
と
仮
説
す
る
。
ち
な
み
に
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』
の
訳
語
に
よ
る
と
、

と
り
つ
ぎ

「
取
次
」
は
こ
れ
ま
た
「
仲
介
者
」

と
で
あ
る
と
い
い
、

「
と
り
な
し
役
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
他
宗
外
充
の
〈
直
札
〉
類
に
は
、
権
門
知
行
地
の
代
官
請
に
関
す
る
も
の
、

お
よ
び
土
地
買
得
に
関
す
る
も
の
が
多
々
伝
存
す
る
。

も
な
い
が
、

そ
の
様
式
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
場
に
即
し
た
証
文
や
請
文
な
ど
の
多
様
な
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
を
逐
一
検
討
す
る
余
裕

こ
れ
ら
に
加
署
す
る
の
は
上
座
に
限
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
御
堂
衆
の
坊
主
と
連
署
し
た
も
何

n

－、ょ－、

中
t
J／

さ
え
存
在
す
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

結

同命

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
み
ち
び
か
れ
た
結
論
な
ら
び
に
仮
説
は
、

お
お
む
ね
別
掲
付
図
の
よ
う
に
図
示
で
き
る
。

こ
の
結
論
・
仮
説
を
参
照
し
つ
つ
、
若
干
の
問
題
を
提
言
し
て
お
き
た
い
。

当
然
、

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宗
内
充
公
文
書
が
一
貫
し
て
上
座
・
名
代
（
奏
者
リ
奉
行
）
の
発
す
る
も
の
と
把
握
で
き
る
点
に
あ

る
。
本
願
寺
宗
主
が
門
末
に
意
志
を
伝
え
る
際
に
は
、
時
に
自
ら
の
書
状
（
直
札
）
を
用
い
は
ず
る
が
、
伝
存
状
況
か
ら
み
て
も
、

「日

記
』
の
記
載
か
ら
み
て
も
、
そ
れ
が
一
般
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
下
問
氏
上
座
の
作
成
す
る
〈
奉
書
〉

／＼ 

直

札
〉
こ
そ
が
、
本
願
寺
の
主
た
る
意
志
伝
達
の
術
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
（
次
節
参
照
）
。
こ
う
し
た
上
座
文
書
の
多
用
は
、

宗
主
と
一
般
門
末
と
が
、
直
接
の
意
志
伝
達
を
社
会
規
則
（
「
礼
」
）
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
た
身
分
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
に
対
応
す



付
図基

本

様

式

奉iu 直

童日状札

下
間
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

上
座
奉
書

上
座
副
状

円

r
・

上
座
直
札

結

論

な

ら

び

に

仮

説

守
護
権
代
行
奉
書

1
加
賀
国
行
政

取

次

副

状

取

次

直

札

そ

の

他

代
官
請

土
地
貝

：得
な
ど

ー
宗
主
音
信
授
受

上

座

文

書

1
宗

内

全

般

九

宗外充



下
同
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

。

る
。
ひ
ろ
く
凡
下
・
百
姓
を
門
末
と
し
て
か
か
え
な
が
ら
、

＠
 

一
方
で
権
大
僧
都
か
ら
正
僧
正
へ
の
官
位
・
身
分
上
昇
を
と
げ
る
実
如
J
顕

如
期
の
本
願
寺
に
あ
っ
て
、
宗
主
と
門
末
の
意
志
伝
達
を
と
ど
こ
お
り
な
く
実
現
せ
し
め
る
存
在
と
し
て
の
奏
者
は
、
教
団
構
成
上
必
要

＠
 

不
可
欠
な
る
も
の
と
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
、
奏
者
と
は
身
分
社
会
に
構
造
的
に
生
み
だ
さ
れ
る
媒
介
者
で
あ
り
、

そ

れ
ゆ
え
脱
身
分
的
な
特
権
的
存
在
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
が
、
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
こ
の
構
造
を
一
元
的
に
掌
握
す
る
存
在
が
下
問
氏

＠
補
註
2

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
図
を
見
る
場
合
に
加
え
て
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
宗
外
充
文
書
は
、
あ
る
特
殊
条
件
下
で
便
宜
的
に
下
問
氏
に
課

せ
ら
れ
た
職
務
に
も
と
守
つ
い
て
作
成
さ
れ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
下
問
氏
に
限
ら
ず
多
様
な
主
体
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
う
る
も
の
だ
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
宗
内
に
お
け
る
意
志
伝
達
媒
介
の
文
書
は
、

一
貫
し
て
下
間
氏
が
作
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
奏
者

奉
行
が
下
問
氏
の
独
占
的
な
職
務
・
権
限
（
職
掌
）
と
す
れ
ば
、
宗
外
充
文
書
に
み
え
る
下
問
氏
の
庶
務
執
行
は
副
次
的
な
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
行
為
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
下
問
氏
の
意
義
づ
け
を
図
っ
て
、

そ
の
職
務
・
権
限
の
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
見

方
も
あ
ろ
う
。
そ
の
作
業
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と
と
し
て
推
し
す
す
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、

一
歩
ふ
み
こ
ん
で
考
え
る
場
合
、
下
問
氏
の

職
掌
と
し
て
独
自
的
・
本
源
的
で
あ
る
も
の
と
、

そ
う
で
な
い
も
の
を
見
極
め
る
視
点
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
私
は
、
宗
主
・
門
末
聞
の
意

志
伝
達
の
媒
介
者
と
い
う
面
に
象
徴
さ
れ
る
下
問
氏
の
脱
身
分
的
な
近
従
者
的
性
格
に
注
目
し
、

そ
れ
を
中
世
社
会
制
度
一
般
、
寺
院
組

織
一
般
の
問
題
と
し
て
論
じ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
展
望
す
る
。

補

説

最
後
に

」
の
考
証
に
は
論
証
の
不
備
と
い
う
問
題
以
前
に
、

一
定
の
限
界
が
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、
素
材
と
し
た
遺
例
の
絶
対
的
量
不
足
、

な
ら
び
に
文
書
伝
来
に
関
す
る
エ
レ
メ
ン
ト
の
具
体
的
な
勘
案
が



お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

＠
 

な
ど
に
分
散
し
て
伝
来
す
る
「
照
蓮
寺
（
旧
蔵
）
文
書
」
の
一
群
は
、
本
稿
の
考
察
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。
前
者
は
同
類
の
文
書
の

「
本
福
寺
由
来
記
紙
背
文
書
」
の
一
群
、

お
よ
び
現
在
高
山
別
院
・
勝
霊
寺

伝
存
が
極
め
て
希
少
な
十
六
世
紀
初
頭
と
い
う
時
期
に
あ
っ
て
、
紙
背
と
い
う
偶
然
性
に
よ
っ
て
伝
来
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

こ
の
こ
と
は
他
の
諸
未
寺
に
お
い
て
も
類
似
の
文
書
が
存
在
し
な
が
ら
、
破
棄
さ
れ
、
伝
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
想
像
さ
せ
る
。

ま
た
後
者
も
、
前
者
よ
り
は
少
し
後
の
年
代
に
属
す
る
希
少
な
伝
来
の
事
例
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
来
の
契
機
は
、

＠
 

き
公
験
｜

l
開
山
御
影
の
安
置
権
に
関
す
る
蓮
応
裁
許
状
ー
ー
が
存
在
し
た
こ
と
に
あ
る
と
私
は
想
像
す
る
。
然
り
と
す
れ
ば
、

一
通
の
保
存
さ
れ
る
べ

」
れ
も

全
体
と
し
て
は
極
め
て
偶
然
の
要
素
か
ら
残
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、

」
の
場
合
に
も
背
後
に
破
棄
さ
れ
た
文
書
の
存
在
が
う

か
び
あ
が
る
。
こ
の
こ
と
は
一
見
、

そ
れ
ら
の
遣
例
の
一
般
性
・
普
遍
性
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
ほ
ど
に
偏
在

す
る
特
定
の
伝
来
群
を
素
材
に
一
般
論
を
み
ち
び
く
た
め
に
は
、

や
は
り
相
当
の
規
定
的
要
素
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
否
定
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
。
木
来
こ
の
よ
う
な
文
書
体
系
を
つ
か
も
う
と
す
る
作
業
に
お
い
て
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
の
伝
来
論
が
不
可
欠
で
あ

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
省
略
し
た
本
稿
の
恋
意
性
は
お
お
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
銘
記
し
て
、
今
後
の
課
題
と
し

R

P

、O

J
Iド

B
L
V

①註

金
龍
静
「
戦
国
時
代
の
本
願
寺
内
衆
下
同
氏
（
『
名
古
屋
大
学
文

学
部
研
究
論
集
』
史
学
、
二
四
）
一
九
七
七
年
。
草
野
顕
之
「
本

願
寺
教
団
に
お
け
る
印
判
奉
書
の
意
味
」
（
『
仏
教
史
学
研
究
』
第

二
五
巻
第
二
号
）
一
九
八
三
年
。
泊
清
尚
「
本
願
寺
懇
士
山
請
取
状

の
基
礎
的
考
察
｜
｜
印
判
状
の
分
析
を
中
心
に
し
て
｜
｜
」
（
『
仏

教
史
学
研
究
』
第
二
七
巻
第
一
号
）
一
九
八
四
年
。
以
下
、
各
氏

論
文
の
引
用
は
こ
れ
ら
を
さ
す
。

② 

な
お
本
稿
で
は
、
限
ら
れ
た
紙
数
で
も
あ
り
、
考
察
の
上
で
十

分
な
事
例
を
呈
一
不
で
き
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
点
、
金
龍
氏
が
蒐

集
さ
れ
た
「
下
間
氏
発
給
文
書
」
（
同
氏
論
文
別
表
同
）
の
一
覧

に
は
、
つ
け
加
え
る
べ
き
若
干
の
事
例
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は

こ
れ
に
つ
く
さ
れ
て
い
る
の
で
是
非
参
照
さ
れ
た
い
。

他
に
藤
木
久
志
「
一
向
一
授
論
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
』
中
世
2
）

九
参
昭
山
。

草
野
論
文
、

一O
六
頁
。

③ 

下
間
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下
問
氏
加
署
文
書
の
一
考
察

金
龍
論
文
、
五
・
六
頁
。

草
野
論
文
、
註
倒
。

泊
論
文
、
註
例
。

北
西
弘
編
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
三
巻
所
収
。

「
取
次
」
に
は
、
本
願
寺
一
門
・
下
問
氏
・
地
方
寺
院
・
御
堂
衆

な
ど
が
あ
ら
わ
れ
る
。

大
桑
斉
「
東
本
願
寺
の
奏
者
に
つ
い
て
｜
｜
東
西
分
派
及
び
『
申

物
帳
』
研
究
へ
の
一
つ
の
覚
書

l
l」
（
『
大
谷
学
報
』
第
四
九
巻

第
二
号
）
一
九
六
九
年
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
の
写
真
に
よ
っ
た
。
日
置
謙
編
・
松

本
三
都
正
増
訂
『
増
訂
加
能
古
文
書
』
所
収
、
補
遺
四
四
三
号
。

大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
の
一
般
研
究
「
真
宗
寺
院
史
料
の
研

究
」
（
研
究
代
表
、
北
西
弘
氏
）
に
お
い
て
整
理
中
の
写
真
に
よ

っ
た
。
『
岐
阜
県
史
』
史
料
編
、
古
代
・
中
世
1
所
収
「
高
山
別

院
文
書
」
四
。

谷
下
一
夢
「
本
願
寺
の
坊
官
下
問
氏
に
つ
い
て
」
（
『
真
宗
史
の
諸

研
究
』
）
。

「
本
福
寺
由
来
記
紙
背
文
書
」
（
千
葉
乗
隆
編
著
『
木
福
寺
史
』

所
収
）
、
「
高
山
別
院
照
蓮
寺
文
書
」
、
「
北
野
社
家
引
付
」
（
前
掲

『
増
訂
加
能
古
文
出
』
所
収
、
補
遺
二
三

0
・一一一一一）。

⑬
金
龍
論
文
別
表
位
。
谷
下
前
掲
論
文
。

⑬
前
掲
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
三
巻
所
収
。

⑮
但
し
、
「
高
山
別
院
照
淫
寺
文
書
」
の
（
天
文
七
年
カ
）
六
月
八

日
付
玄
頼
・
頼
信
連
署
奉
書
（
前
掲
「
高
山
別
院
文
書
」
一
五
）

の
位
置
づ
け
は
、
私
に
も
不
明
確
で
あ
る
。

③⑦⑤⑤④  ⑨ ⑬ ⑪ ⑫ ⑬ 

⑫ 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
片
山
「
加
賀
一
向
一
授
に
お
け
る
本
願
寺
成

敗
権
の
性
格
｜
｜
『
一
一
一
箇
条
提
』
を
め
ぐ
る
考
察
｜
｜
」
（
『
仏

教
史
学
研
究
』
第
二
七
巻
第
二
号
、
一
九
八
五
年
）
、
同
「
加
賀

二
同
一
授
と
本
願
寺
守
護
権
｜
｜
『
一
一
一
箇
条
錠
』
を
め
ぐ
る
考

察
｜
｜
」
（
北
西
弘
先
生
還
歴
記
念
会
編
『
中
世
社
会
と
一
向
一

世
間
』
一
九
八
五
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
且
安
殊
院
文
書
」
天
文
六
年
八
月
五
日
付
上
野
法
橋
蓮
秀
奉
書

（
『
増
訂
加
能
古
文
書
』
一
二
七
二
号
）
。
こ
れ
は
東
京
大
学
史
料

編
纂
所
架
蔵
影
写
本
を
参
看
す
る
と
こ
ろ
折
紙
で
あ
る
。

草
野
論
文
参
照
。

大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
の
写
真
に
よ
っ
た
。
『
富
山
県
史
』
史
料

編
・
中
世
所
載
、
一
二
一
一
一
一
一
号
。

本
文
け
で
の
べ
た
よ
う
に
、
『
天
記
』
に
は
取
次
役
に
つ
い
て
は

詳
し
い
記
入
が
あ
る
が
、
奏
者
役
に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
な

い
。
こ
れ
は
奏
者
役
が
固
定
的
な
役
職
で
あ
る
た
め
、
証
如
が
逐

一
記
入
す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
披
露
役
に
つ
い
て
も
奏
者
役
の
場
合
と
同
様
の
こ
と
が
い

え
る
。
『
天
記
』
に
披
露
役
の
記
入
が
希
に
み
え
る
が
、
そ
れ
は

原
則
と
し
て
上
座
で
あ
り
、
『
天
記
』
記
載
方
式
の
定
ま
ら
ぬ
天

文
五
年
に
集
中
し
て
い
る
。
ま
た
同
年
九
月
十
四
日
条
に
「
自
十

市
芝
回
帰
候
、
返
礼
到
来
也
、
芝
田
二
日
令
逗
留
候
、
在
庄
十
郎

よ
り
出
候
、
依
為
上
野
留
守
、
左
衛
門
大
夫
如
此
分
令
披
露
侯
」
と

あ
る
の
も
、
披
露
が
上
座
の
職
務
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

註
⑪
に
同
じ
。
『
岐
阜
県
史
』
所
載
一
九
号
。

『
今
士
口
独
語
』
に
、
「
享
禄
初
の
此
よ
り
、
実
英
加
州
の
所
領
之

⑬ ⑫⑬  ③ ③②  
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義
申
あ
つ
か
は
れ
：
：
：
」
と
あ
る
。
こ
の
体
制
は
、
お
そ
ら
く
実

英
が
失
脚
す
る
天
文
四
年
頃
ま
で
つ
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
他
、
『
松
雲
公
採
集
遺
編
類
纂
』
（
金
沢
市
立
図
書
館
蔵
）
一

三
三
に
、
越
中
四
郡
中
充
頼
玄
・
頼
慶
連
署
の
実
如
書
状
副
状
写

が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
加
越
能
文
庫
」
（
同
前
）
の
『
加
賀

記
』
写
本
に
収
録
の
同
文
書
写
で
は
、
両
名
の
花
押
写
が
と
も

に
、
木
来
の
も
の
と
い
ち
じ
る
し
く
こ
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
い

ま
は
採
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
金
龍
論
文
一
七

O
頁
註
①
参

昭一。北
西
弘
「
証
如
書
状
研
究
序
説
」
（
『
大
谷
学
報
』
第
六
三
巻
第
三

号
）
参
照
。

同
前
。
年
代
推
定
も
北
西
氏
に
よ
る
。

早
島
有
毅
「
東
近
江
中
郡
に
お
け
る
寺
院
草
創
年
代
と
本
末
関
係

同
」
（
『
龍
谷
大
学
文
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
一
集
）
に
紹

介。註
⑬
参
照
。

前
掲
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
三
巻
所
収
。

た
と
え
ば
『
天
記
』
天
文
六
年
正
月
十
日
条
に
「
来
十
六
日
細
川

へ
就
年
始
之
儀
、
樽
遺
候
、
其
添
状
上
野
に
か
L
せ
て
戊
刻
過
一
一

人
を
や
り
侯
ヘ
ハ
、
書
状
あ
け
候
」
と
あ
り
、
『
証
如
上
人
書
札

案
』
の
（
天
文
六
年
）
正
月
十
六
日
付
木
沢
左
京
亮
充
書
状
に
は

「
委
細
上
野
法
橋
可
申
候
」
と
あ
る
。

『
証
如
上
人
書
札
案
』
（
天
文
六
年
）
正
月
廿
二
日
付
三
宅
出
羽

守
充
書
状
お
よ
び
『
日
記
』
同
日
条
な
ど
。
草
野
論
文
一
二
五

頁
、
註
⑪
参
照
。

② ＠＠ ＠＠＠ ＠ 

下
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書
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② 

内
閣
文
庫
所
蔵
。
今
は
写
真
に
拠
っ
た
。
例
六
・
例
七
に
は
懸
紙

が
あ
る
が
、
今
は
略
し
た
。

前
掲
『
真
宗
史
料
集
成
』
第
一
二
巻
所
収
。

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
「
尊
経
閣
古
文
書
纂
」
始
川
－

T
＼
。，，J 金

龍
論
文
、
別
表
目
。

『
音
信
御
日
記
』
天
文
十
二
年
十
二
月
十
八
日
条
、
『
天
記
』
天

文
五
年
正
月
廿
二
日
条
な
ど
。

『
鹿
苑
目
録
』
天
文
七
年
十
一
月
一
一
一
日
条
。

草
野
氏
は
、
証
如
書
状
な
ら
び
に
下
問
氏
書
状
に
お
け
る
中
世
的

書
札
礼
の
遵
守
を
指
摘
し
て
い
る
（
草
野
論
文
一

O
六
頁
）
。

宮
島
敬
一
氏
は
、
六
角
氏
発
給
文
書
の
体
系
的
な
分
析
を
お
こ
な

う
な
か
で
、
披
露
文
言
を
有
す
る
六
角
氏
害
状
の
使
者
副
状
の
存

在
に
注
目
し
、
「
そ
こ
に
は
、
使
者
が
特
定
の
問
題
・
事
象
を
六

角
氏
当
主
に
披
露
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
撰
択
を
行
な
う
可
能
性

お
よ
び
六
角
氏
の
意
見
を
特
定
の
者
へ
優
先
的
に
あ
る
い
は
有
利

に
も
た
ら
す
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
し
て
い
る

（
「
戦
国
期
に
お
け
る
六
角
権
力
の
性
格
｜
！
発
給
文
書
の
性
格

を
中
心
に
し
て
｜
｜
」
『
史
潮
』
新
5
号
）
。
こ
の
想
定
は
下
問
氏

上
座
の
文
書
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
宮
島
氏

は
こ
れ
を
六
角
氏
の
意
志
伝
達
を
規
制
す
る
も
の
で
、
六
角
氏
権

力
の
脆
弱
さ
の
あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ
と
見
る
が
、
私
は
本
稿
に
の

ベ
た
観
点
か
ら
こ
れ
に
い
さ
さ
か
の
疑
問
を
感
ず
る
。
右
の
宮
島

氏
の
指
摘
そ
れ
自
体
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
原
因
は
当
該
期

の
身
分
関
係
（
「
礼
」
）
の
あ
り
か
た
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
、
た

＠＠ ＠＠ ⑧③  ⑧ 
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だ
ち
に
六
角
氏
権
力
の
強
弱
を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
部
に
門
末
充
の
宗
主
書
状
が
存
在
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。

こ
の
他
、
大
谷
大
学
図
書
館
蔵
『
粟
津
家
記
録
』
中
に
、
照
蓮
寺

充
頼
玄
室
日
状
（
〈
直
礼
〉
〉
が
伝
存
す
る
が
、
伝
来
の
事
情
は
不
明

で
あ
る
。

「
勝
髪
寺
蔵
照
蓮
寺
旧
蔵
文
書
」
（
『
岡
崎
市
史
』
所
収
一
号
〉
。

こ
の
文
書
は
永
正
十
年
の
も
の
と
推
定
で
き
、
こ
の
一
群
の
文
書

中
で
は
、
ほ
ぼ
最
古
の
部
類
で
あ
る
。

補
註

本
稿
で
下
問
氏
の
文
書
発
信
行
為
を
、
「
加
署
」
と
い
う
い
さ
さ

か
こ
な
れ
の
悪
い
言
い
方
で
あ
ら
わ
し
た
の
は
、
次
の
理
由
に
よ

る
。
ま
ず
そ
れ
は
、
総
体
的
に
み
て
権
益
付
与
の
機
能
を
主
と
す

る
も
の
で
な
く
、
こ
の
点
公
権
力
に
よ
る
公
験
の
給
付
（
「
発
給
」
）

と
は
根
本
的
に
性
格
を
異
に
す
る
。
一
方
、
本
稿
で
考
察
す
る
様

に
、
下
問
氏
は
本
願
寺
の
公
的
意
志
を
代
表
し
て
文
書
を
発
す
る

の
で
あ
り
、
私
的
な
書
簡
の
往
来
と
も
こ
と
な
っ
た
意
義
を
も

っ
。
こ
の
様
な
種
類
の
文
書
発
信
行
為
を
こ
こ
で
は
仮
り
に
「
加

署
」
と
あ
ら
わ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

⑩ ⑥ ⑫ 1 

四

脱
稿
後
、
次
の
様
な
問
題
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。

こ
の
時
期
下
問
氏
上
座
と
門
末
と
の
社
会
的
身
分
関
係
は
、
多
く

の
場
合
法
橋
上
人
位
と
凡
下
・
百
姓
と
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が

っ
て
そ
の
聞
の
書
札
礼
は
、
「
弘
安
礼
節
」
以
来
の
官
位
相
当
の

中
世
的
書
札
礼
の
範
囲
外
に
お
か
れ
る
事
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、

下
問
氏
上
座
（
法
橋
リ
地
下
四
位
相
当
）
が
門
末
坊
主
分
に
送
る

書
簡
の
書
止
は
、
お
お
む
ね
「
恐
々
謹
言
」
で
あ
っ
て
、
実
際
に

は
「
弘
安
書
札
礼
L

に
照
ら
す
と
地
下
五
位
諸
大
夫
に
充
て
る
礼

を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
願
寺
が
門
末
坊
主
分
を
お
し
な
べ

て
凡
僧
身
分
（
H
地
下
五
位
諸
大
夫
相
当
）
と
し
て
あ
っ
か
う
姿

勢
に
た
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
身
分
関
係
お
よ
び
書
札
礼
の
具
体
的
考

察
を
欠
い
た
ま
ま
、
宗
主
と
門
徒
坊
主
の
身
分
関
係
を
た
ん
に
両

極
的
な
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
が
、
全
く
不
十
分
で
あ
る
事
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
点
、
後
考
に
ゆ
だ
ね
た
い
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
大
谷
大
学
大
学
院
に
お
け
る
北
西
弘
教
授
指
導
の

文
献
研
究
「
本
願
寺
家
臣
史
料
の
研
究
」
に
学
ん
で
作
成
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
北
西
教
授
は
も
と
よ
り
、
同
研
究
に
参
加
さ
れ
た

同
学
の
方
々
よ
り
幾
多
の
御
指
導
、
御
教
一
不
を
い
た
だ
い
た
。
記

し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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